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生涯学習スポーツ振興課 

 

学校施設開放事業における夜間照明使用料の設定について 

 

 

 

 

 

１ 経緯等 

教育委員会では、区立学校の校庭や体育館等を学校教育に支障のない範囲で開放

し、区民等のスポーツ活動の場として活用しており、青山中学校、芝浜小学校につい

ては、夜間照明（以下「照明」といいます。）が設置されていることから、学校ごと

に使用料を設定し、夜間の校庭利用者から徴収しています。 

他の区立学校についても、今後、校庭に新たに照明が設置される予定となっている

ことから、照明使用料を定める必要があります。 

 

２ 開放日及び開放時間 

開放日 開放時間 

平日（小学校） 
① 午後５時～午後７時 

② 午後７時～午後９時 

平日（中学校） ① 午後７時～午後９時 

休日（小・中学校） 

① 午前９時～正午 

② 正午～午後３時 

③ 午後３時～午後６時 

④ 午後６時～午後９時 

※夏季休業等の休校期間中は「休日」として取り扱います。 

 

３ 照明設置校及び新設予定校 

平成６年度 青山中学校 

平成９年度 高松中学校 

令和４年度 芝浜小学校 

令和６年度 高輪台小学校、麻布小学校、青南小学校、三田中学校、 

高陵中学校 

令和７年度 お台場学園 

令和９年度 御成門小・中学校、赤羽小学校、芝浦小学校、 

港南小・中学校、本村小学校、赤坂小学校 

令和１０年度 芝小学校、白金小学校、白金の丘学園、南山小学校、 

笄小学校、青山小学校、六本木中学校、赤坂中学校 

改築工事で設置 御田小学校、東町小学校 

【審議内容】 

現在、学校施設開放において夜間照明使用料を徴収している青山中学校及び芝浜

小学校に加え、夜間照明が新設される他の学校施設についても新たに使用料を定め

ます。 

令和７年９月２５日 
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４ 使用料の設定について 

  学校ごとの１時間あたりの照明使用料を算出し、開放時間枠に応じて２時間分、 

３時間分の料金を設定します。 

  なお、平成２８年度に示された「港区公の施設の付帯設備使用料の見直しについ

て」に基づき、１００円未満の端数は切り捨てることとします。 

令和９年度以降に照明が設置される学校については、それぞれ同様の方法で照明

使用料を算出し、設置された翌年度から使用料を徴収します。 

また、青山中学校で開放しているテニスコートの照明使用料についても、校庭の照

明使用料の改定に伴い見直します。 

【新たに設定する照明使用料】 

学校名 使用料（２時間） 使用料（３時間） 

芝浜小学校 ３００円 ５００円 

麻布小学校 ２００円 ３００円 

青南小学校 ２００円 ３００円 

三田中学校 ３００円 ５００円 

高陵中学校 ２００円 ３００円 

青山中学校 １,４００円 ２,１００円 

お台場学園 １００円 ２００円 

青山中学校 

（テニスコート１面） 
２００円 ３００円 

 

【学校ごとの算出式】 

 

 

 （例：芝浜小学校を２時間利用する場合） 

１３円×１４個×２時間＝３６４円 

→１００円未満を切り捨て、照明使用料は３００円 

１時間に1,000Ｗ消費した際の 

電気料金（①） 
２９．８円 電力会社で定めている料金 

照明１個１時間あたりの 

消費電力量（②） 
４４４Ｗ  

照明１個１時間あたりの 

電気料金（③） 
１３円 

（①✕②） 

※小数点第一位を四捨五入 

照明数（④） １４個  

照明１個１時間あたりの電気料金 ✕ 照明数 ✕ 使用時間 ＝ 照明使用料 
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＜各学校の校庭の照明料＞ 

【芝浜小学校（1h:444W）】  １３×１４×２＝３６４円 →３００円 

              １３×１４×３＝５４６円 →５００円 

【麻布小学校（1h:444W）】  １３×１０×２＝２６０円 →２００円 

              １３×１０×３＝３９０円 →３００円 

【青南小学校（1h:444W）】  １３× ８ ×２＝２０８円 →２００円 

              １３× ８ ×３＝３１２円 →３００円 

【三田中学校（1h:444W）】  １３×１４×２＝３６４円 →３００円 

              １３×１４×３＝５４６円 →５００円 

【高陵中学校（1h:444W）】   １３×１０×２＝２６０円 →２００円 

              １３×１０×３＝３６０円 →３００円 

【青山中学校（1h:451W）】  １３×５６×２＝１,４５６円 →１,４００円 

              １３×５６×３＝２,１８４円 →２,１００円 

【お台場学園（1h:390W）】    １２× ８ ×２＝１９２円 →１００円 

              １２× ８ ×３＝２８８円 →２００円 

＜テニスコート（１面）の照明料＞ 

【青山中学校（1h:451W）】    １３× ８ ×２＝２０８円 →２００円 

              １３× ８ ×３＝３１２円 →３００円 

 

【参考：現在の使用料】 

学校 場所 使用料（１回※） 

青山中学校 

校庭 
１,６００円 

（1hあたり:15×56＝840円） 

テニスコート 

(１面) 

２００円 

（1hあたり:15×8＝120円） 

芝浜小学校 校庭 
４００円 

（1hあたり:15×14＝210円） 

※ 上記２「開放日及び開放時間」に記載の①、②、③、④それぞれの開放時間枠

を１回としています。 

（例）午後５時から午後９時まで２枠連続使用→２回分の使用料を徴収 

 

５ 使用料徴収開始日 

  令和８年４月 1日 

 

６ 根拠規程 

「港区立学校施設等使用条例施行規則」を改正します（別紙「新旧対照表」のとお

り）。 

改正後の規則施行日は、令和８年４月１日とします。 
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７ 今後のスケジュール（予定） 

  令和７年 １０月下旬   区民文教常任委員会報告 

       １２月上旬   学校施設使用団体へ周知 

令和８年  ２月     教育委員会審議（規則改正） 

  ４月 １日  使用料徴収開始 

 















港区立学校施設等使用条例施行規則 

改  正  案 現     行 

港区立学校施設等使用条例施行規則 

平成２年３月３１日 

教育委員会規則第一号 

１条～９条 （略） 

 

付則 （略） 

 

別表第一（第七条関係） 

設備の種類 使用単位 使用料 

アップライトピアノ 一式一回 一〇〇円 

グランドピアノ 一式一回 三〇〇円 

照明（校庭） 芝浜小学校 二時間 三〇〇円 

 三時間 五〇〇円 

麻布小学校 二時間 二〇〇円 

 三時間 三〇〇円 

青南小学校 二時間 二〇〇円 

 三時間 三〇〇円 

三田中学校 二時間 三〇〇円 

 三時間 五〇〇円 

高陵中学校 二時間 二〇〇円 

港区立学校施設等使用条例施行規則 

平成２年３月３１日 

教育委員会規則第一号 

１条～９条 （略） 

 

付則 （略） 

 

別表第一（第七条関係） 

設備の種類 使用単位 使用料 

アップライトピアノ 一式一回 一〇〇円 

グランドピアノ 一式一回 三〇〇円 

照明（校庭） 芝浜小学校 一面一回 四〇〇円 

青山中学校 一、六〇〇円 

照明（テニスコート） 一面一回 二〇〇円 

 

備考 設備の使用単位について一回とは、条例別表（一）の部に規定す

る午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間Ⅰ、夜間Ⅱ及び夜間Ⅲのそれぞれの使用

単位をいう。 

 

別表第二 （略） 

 



 三時間 三〇〇円 

青山中学校 二時間 一、四〇〇円 

 三時間 二、一〇〇円 

お台場学園 二時間 一〇〇円 

 三時間 二〇〇円 

照明（テニスコート） 一面二時間 二〇〇円 

一面三時間 三〇〇円 

 

備考 設備の使用単位について一回とは、条例別表（一）の部に規定す

る午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間Ⅰ、夜間Ⅱ及び夜間Ⅲのそれぞれの使用

単位をいう。 

 

別表第二 （略） 

 


